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トピックス1

通常総会提出議案を審議� 〜令和3年度第1回理事会を開催〜

4月27日（火）、秋田市のホテルメトロポリタン秋田において、本会の令和3年度第1回理
事会を開催しました。
開催にあたり、藤澤会長は「新型コロナウイルス感染拡大の第4波が押し寄せる中、本会
では会員に対してコロナ対策の経済支援情報等を迅速に提供したほか、緊急事態宣言の影
響緩和に係る一時支援金の登録確認機関として、県内中小企業者が円滑に支援金を受給で
きるよう支援をしている。コロナ禍で、巡回訪問など対面での活動が十分に行えない状況で
はあるが、補助金申請や決算支援など、様々な場面を活用して、会員の皆様の声に耳を傾け、
一緒にこの苦境を乗り越えていきたい。」と挨拶しました。
引き続き、議案の審議が行われ、令和2年度一般会計・特別会計事業報告書など、令和3年
度通常総会提出議案が審議され、各議案とも満場一致で原案どおり承認・可決されました。
このほか、本会の支援事業について情報提供を行いましたので、その中から、今年度新た
に実施する支援事業をご紹介します。

挨拶する藤澤会長

令和3年度
本会通常総会のご案内

令和3年6月17日（木）
【通常総会】�午後3時30分～
【表��彰��式】�午後4時20分～

ホテルメトロポリタン秋田
（秋田市中通七丁目2番1号）

※書面出席も可能です。
　なお、懇親会は開催致しません。

開催日時

開催場所

ホームページを開設・リニューアルしたい！
▶▷▶ 頑張る組合応援事業
組合事業の活性化や売上確保のためのホームページの
作成、リニューアルに関する経費を補助します。

商品販売の場を確保したい！
▶▷▶ 組合等チャレンジショップ事業
秋田市「エリアなかいち」内の一部スペースに特産品を販売するチャレンジ
ショップを設置し、県内中小製造業の販売機会の確保を支援します。

新規

新規

これらの事業の
詳細については、
後日ご案内致し
ます。
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トピックス2

2021年版中小企業白書・小規模企業白書は、「危機を乗り越え、再び確かな成長軌道へ」をテーマに、新型コロナウイ
ルス感染症が中小企業・小規模事業者に与えた影響をきめ細かく分析し、その実態を明らかにするとともに、危機を乗り
越えるために重要となる取組や、経営者の参考になるデータや事例を豊富に紹介しています。本号では、中小企業白書の
一部を抜粋してご紹介します。

「2021年版中小企業白書・小規模企業白書」
� の概要をご紹介します

◦感染症流行により、多くの中小企業が引き続き厳しい状況にある。
◦�倒産件数は低水準となっており、金融支援の拡大や持続化給付金など概ね各種支援策が功を奏していると見られ
るが、感染症の影響に引き続き留意することが必要。

◦�感染症流行下においても、事業環境の変化に合わせ、新製品の開発や新事業分野への進出など柔軟な対応ができ
ている企業ほど回復が早い。
◦�今回の変化を転機と捉え、顧客のニーズや自社の強みに着目し、事業を見直すことも重要。

新型コロナウイルス感染症流行の中小企業への影響

感染症流行による事業環境変化への対応

図1

図3

図5

図2

図4

図6

新型コロナウイルス感染症による企業活動への影響

中小企業向け貸出残高の推移

感染症流行による事業環境変化への対応状況別
に見た、売上高回復企業の割合

倒産件数の推移

持続化給付金の給付実績

感染症流行下における各種取組の実施状況別に
見た、事業環境変化に対応できている企業の割合
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◦�中小企業の財務状況は、自己資本比率は高まりつつある一方、損益分岐点比率が高いため感染症流行のような売
上高の急激な変化に弱い。
◦�感染症流行の影響を踏まえ、まずは自らの財務状況を把握することが必要。財務指標に基づいた経営分析は、財
務基盤を含む経営戦略の基礎となる。

◦�財務状況も踏まえ、今後どのような経営戦略を立てていくかが重要。特に、ビジョンを明確にした経営計画を立
て、日ごろから事業環境の変化に合わせた見直しを行っていくことが必要。
◦�また、事業環境が複雑化する中では、自社のみならず外部の経営資源を活用することも重要。

◦�中小企業の成長には、海外進出による需要獲得や、環境分野など新たな需要の獲得も重要。
◦�中小企業においても環境分野への進出意欲は高い。また、感染症流行下において海外需要を獲得するためには

ECの利用も有効であり、中小企業においてもECの利用意欲が高まっている。

◦�感染症流行の影響により大きく変化する事業環境に合
わせて、将来に向けた経営戦略を立案し事業を見直し
ていくことは中小企業共通の課題。
◦�それぞれの中小企業が目指す方向性に合わせたきめ細
かな支援とともに、取引の適正化や事業継続力強化な
ど共通基盤の整備を進める。

［出典：2021年版中小企業白書・小規模企業白書概要（中小企業庁）］

中小企業の財務基盤と感染症の影響を踏まえた経営戦略

今後の中小企業政策の方向性

詳しくはこちらをご覧下さい。　https://www.chusho.meti.go.jp または  2021年版中小企業白書・小規模企業白書 検索
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自己資本比率の推移

感染症流行前における経営計画の見直し状況別
に見た、同業他社に比べた感染症の影響

新たに進出を検討している成長分野
� （2019年）

ECの利用拡大意欲 EC利用企業に占める
越境EC利用企業の割合

損益分岐点比率の推移

業種別、目指す姿の類型

感染症流行を契機とした経営計画の見直し状況
別に見た、売上高回復企業の割合
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全国及び東北・北海道ブロックとの景況DI値の比較

秋田県 全　国 東北・北海道

全　　体 −35.0 −33.5 −31.4

製��造��業 −20.8 −32.8 −28.7

非製造業 −44.4 −34.0 −32.8

景況天気図

好転 悪化 D.I値【景況DI値の推移［前年同月比］】
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［天気図の見方］
 前年同月比のDI値をもとに
 作成しています。
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景況レポート／4月分（情報連絡員60名）

業
界
全
体

好転 悪化 D.I値【景況DI値の推移［前年同月比］】

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

6月 7月 8月3月 4月 5月 12月 2月9月 10月 11月6月 7月 8月 3月 4月5月 12月 1月 2月9月 10月 11月

-75.0
-83.3

-91.7
-87.5 -70.9

-75.0

-91.7

-83.3

-66.7

-83.3

-83.3

-50.0

-20.8

-43.7 -46.9
-37.5

-28.1

-46.9

-37.5

2019 2020 2021
1月

-79.2

-34.4

-46.9
-53.1

-28.1

製
造
業

非
製
造
業

景況DI値は製造業が回復を維持するも、
� 非製造業は後退

概況（全体）
4月分の県内景況は、前年同月と比較して景況が「好転」したとする向きが
13.3％（前回調査6.7％）、「悪化」が48.3％（同50.0％）で、業界全体のDI値は
－35.0となり、前月調査と比較し8.3ポイント回復している。
全国及び東北・北海道ブロックの景況DI値も全体的に回復傾向を維持してお
り、生産活動と消費活動の活性化がみられる。
しかしながら、景況回復を実感している業種には偏りがあり、新型コロナウ
イルスの影響を強く受けている業種においては、先行き不安が高まり、人員削
減や廃業を検討する企業が引き続き見られる。

業界別の状況
大都市圏では緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が講じられているが、県
内に目を向けると、製造業では前年同月比で業況を「好転」したと回答する業種
割合が増え「悪化」と回答する割合は減少した。
また、非製造業においては、業況を「不変」及び「悪化」とする回答が依然とし
て多い中、「好転」とする回答もあった。しかし、その内容は前年同月の休業状態
の結果と比較しての回答であり、楽観的なものではなかった。
全体的には、新型コロナウイルスの感染者数が増加している中ではあるが、業
況は回復傾向を示している。ワクチン接種に伴い更なる進展を期待したが、一
部業界ではコストが増加傾向にあることを懸念している。



05

業 界 の 声
◉製造業� （回答数：24名　回答率：100％）

【食料品（豆腐）】
依然としてコロナの影響は続き回復の兆しはない。昨年は学校給食が休止されていたが、今年は休止はなかった。それにもか
かわらず、対前年比98％止まりであった。

【食料品（パン）】
4月に入り食パン、菓子パンともに売上が低下しており、原因は不明である。また、全国的にパン業界は販売が不振な状況と
なっている。

【繊維工業（ニット）】
新型コロナウイルス感染拡大の終息が見通せず、ファッション衣料の春夏物の販売不振が続いているため各社受注確保に苦
戦している。昨年のような医療用ガウンの緊急発注も今年は無く、4月から雇用調整助成金を活用して休業せざるを得ない組
合員もいる。

【木材・木製品（一般製材）】
米国、欧州からの外材の輸入量が激減していることから、国産材の需要が急速に高まり、国内の製材工場の生産が追いつけな
い状況になっている。製品の供給不足から製品価格も上昇しており、この状況は年内は続くものと予測している。

【窯業・土石製品（生コンクリート）】
4月の出荷数量は前年同月比85％前後。今年度は出荷数量が（582,000m3　前年実績比98.6％）と前年をやや下回る想定を
しているが、コロナ禍でもあり現場での工事中断等も考えられることから、来月以降も厳しい状況が続くと思われる。

【鉄鋼・金属（鉄鋼）】
今月に入り鉄骨等の原材料が値上がり傾向にあり、組合員の中には既に資材商社から値上げの通達を受けた企業もある。要因
は原材料の品薄感にあり、厚板等の一部原材料については通常期に比較して入荷までに時間を要するものも出てきている。反
対に鉄骨需要は全国的に見ると大きく伸びておらず、製品価格は値下げ要望が出てきている。

【一般機器（金属加工）】
業況は地区内総じてボトムアップ傾向である。一部の企業においては先行きが見えてきている事業先もある。しかし、単価や
納期など取引条件は厳しいものが依然として多い。

【その他の製造業（漆器）】
昨年の4月は新型コロナの影響があり、2週間ほど工芸館の休業をしたことで、ほぼ売上がない状況だった。今年の4月は、休
業することもなく営業したが、前年同月と比較すると売上は増加したものの、例年より半減している。

◉非製造業� （回答数：36名　回答率：100％）

【卸売業（米）】
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言が消費地である首都圏を中心に発令され、またさらに延期になる可能
性が高いことから、外食による消費の回復が見込めず当組合の在庫も例年になく多い状況となっている。そのため、保管料や
金利等の経費が掛かり増しになっており、近年になく在庫の多さに危惧している。

【小売業（自動車）】
4月の新車販売台数は登録車1,471台（98.5％）、軽自動車1,596台（136.8％）、合計3,067台（115.3％）であった。

【小売業（花卉）】
相変わらず仕入れは高値が続いている。また、葬儀や婚礼も変わらず回復の兆しが見えない状況である。

【商店街】
緊急事態宣言発出地域や近県の感染状況に影響され、来街者の減少傾向がみられる。仕入先からの営業社員も来訪することが
無くなり、情報の欠如状態が経営戦略にも多大なマイナスを生じさせている。

【サービス業（旅行）】
昨年4月の取扱額はゼロであったが、今年は国内旅行が十数万円程度の取り扱いがあった。前年同月比とするとプラスではあ
るが、回復しているとは言い難い実績である。

【サービス業（タクシー）】
一部地域では、新型コロナウイルス感染症のクラスターの発生により、夜の繁華街が閑散となったことによる影響が非常に大
きい。

【建設業（電気工事）】
新築住宅物件は好調だが、ハウスメーカーが主導なこともあり利益は薄い。（中央地区）

【運輸業（トラック）】
輸送量は増加しないまま、軽油価格が昨年より1ℓあたり25円高くなり、採算が悪化している。（中央地区）

※�DI値とは、Diffusion�Index（ディフュージョン・インデックス）の略で、増加（好転）したとする企業割合から、減少（悪化）したとする企業割合
を差し引いた値です。



06

組合･企
業
探訪

既存商品の改良と新商品の開発に取り組みました
企業組合東由利特産物振興会

組合の紹介と事業の背景
企業組合東由利特産物振興会は、由
利本荘市東由利地域の農産物加工所で
農産物などの加工・販売を手がけてい
るほか、八塩いこいの森センターハウ
スで地域の特産である「やしおそば」
やうどん等の食事を提供しており、任
意団体として約20年にわたって活動
した実績を活かし、平成27年に企業組
合として法人化しました。
昨年度、本会の組合活力向上事業を
活用して、組合運営における問題点を
洗い出し、効率的な生産・販売体制を
構築するための勉強会を開催し、運営
を見直しました。

取組内容
専門家から得たアドバイスをもと
に、既存商品の「からしきゅうり」、「粕
漬け」などを改良したほか、新規商品
の開発に取り組み、「あられ（カレー
味）」や「ミニドーナツ（5個入り）」、「ふ
ぐれっこ（小）」、「紫芋まんじゅう」、「ど
ら焼き」、「おやき」を開発しました。
特に、ドーナツは1個あたりのサイ

ズを小さくし、「ころころドーナツ」と
して売り出したところ、食べやすいと
好評で、従来のドーナツに比べて売上
が3倍程度になりました。
また、あられ（カレー味）は既存商品
のあられの派生商品として開発された
もので、専門家のアドバイスに基づい
て、カレーの風味を強くする改善を行っ
た結果、売上も好調となっています。
ドーナツなどに使われるあんこは手
作りし、あられなどの原料となるもち
米は東由利地域で生産されたものを使
用するなど、いずれの商品も、地元の
原材料を使い、手作りにこだわってい
ます。
これらの商品は、近くにある道の
駅「東由利」の直売コーナーやイオン
スーパーセンター本荘店などで売られ
ているほか、ドーナツは由利本荘市の
「FRESH�GREEN」でも販売されてい
ます。

期待される効果と今後の活動
売上は好調に推移しており、今後は、
県内にある他の道の駅など、販売先の
開拓が期待されます。

石渡理事長は「売上を少しでも上げ
て、経営を軌道に乗せるとともに、地
元・東由利で稼ぎ、地域に貢献したい。」
と抱負を述べています。

【企業組合東由利特産物振興会】
▶所  在  地／由利本荘市東由利老方
  字四ツ眼22番地7
▶代表理事／石渡 香菜子
▶組合員数／4名
▶主な事業／ 農産加工品の製造 

・委託販売、食堂運営
▶設　　立／平成27（2015）年9月11日

［商品を手作りする作業の様子］

新商品の一例
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組合相談
コーナー

『 総会開催後の諸手続について 』

〈留意点〉
◉�「決算関係書類提出書」は、①事業報告書、②財産目録、③貸借対照表、④損益計算書、⑤剰余金処分案（又は損
失処理案）、⑥総会議事録の順に綴じてください。
※�事業計画書、収支予算書の提出は義務付けられておりませんが、通常総会で審議する書類ですので、提出して
ください。

◉�「役員変更届書」は、①変更の年月日及び変更の理由を記載した書面、②変更した事項を記載した書面（新旧役
員の住所・氏名等）、③新役員選出の総会・理事会議事録の順に綴じてください。
※通常総会において新たな役員を選出（選定）した場合は、総会議事録の添付は省略できます。

※なお、決算関係書類提出書と役員変更届書については、表紙への押印が不要となりました。（5月号参照）
　各種様式は本会ホームページよりダウンロードできますので、ご利用下さい。

◉�秋田県内で商業・法人の登記申請ができるのは秋田市にある秋田地方法務局（本局）のみとなります。窓口での
申請に加え、郵送による申請も可能です。

〒010-0951
秋田市山王七丁目1番3号 秋田合同庁舎　TEL 018-862-1174（登記部門直通）

詳細についてはこちらをご覧ください。
　https://www.chuokai-akita.or.jp/youshiki/ または

本件についてご不明な点がございましたら、本会事業振興部もしくは最寄りの各支所までお気軽にお問い合わ
せください。

　当組合は3月決算であり、通常総会において令和2年度決算（財産
目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案）が承認されました。
　これを受け、通常総会終了後に行わなければならない各種手続の
うち、決算関係書類提出書、役員変更届書の提出及び代表理事の変
更登記申請について教えてください。

●「決算関係書類提出書」の提出
　組合は毎年度、通常総会終了の日から2週間以内に「決算関係書類提出書」を所管行政庁に
提出しなければなりません。2部作成し本会へ提出してください。本会を経由して所管行政庁
へ提出します。

●「役員変更届書」の提出
　組合は、役員の変更（全役員が再任され、実質的な変更がない場合も含む）を行った場合は、
変更の日から2週間以内に「役員変更届書」を所管行政庁に提出しなければなりません。役員
の氏名又は住所に変更があった場合も同様です。決算関係書類提出書と同様に2部作成し本
会へ提出してください。本会を経由して所管行政庁へ提出します。

●代表理事の変更登記申請
　代表理事の氏名及び住所に変更が生じたときは、変更が生じた日から2週間以内に変更の
登記をしなければなりません。なお、代表理事に同一人が再選された場合でも、改選期毎に代
表理事の変更登記をしなければなりません。

秋田地方法務局

秋田県中小企業団体中央会�様式集 検索
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中小企業組合等 支援施策情報

中小企業庁では、2021年4月以降に実施された緊急
事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の
休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が
50％以上減少した中小法人・個人事業者等に月次支援
金を給付し、事業の継続・立て直しやそのための取組を
支援します。

給付要件
【要件1】　�対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重

点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は
外出自粛等の影響を受けていること

【要件2】　�2021年の月間売上が、2019年又は2020
年の同月比で50％以上減少

給付額
2019年又は2020年の基準月の売上－
� 2021年の対象月の売上

中�小�法�人�等　　上限20万円／月
個人事業者等　　上限10万円／月

対象月：�対象措置が実施された月のうち、対象措置の
影響を受けて、2019年又は2020年の同月比
で、売上が50％以上減少した2021年の月

基準月：�2019年又は2020年における対象月と同じ月

申請受付期間
4月・5月分：2021年6月中下旬〜8月中下旬
� 　　6月分：2021年7月1日〜8月31日

　　　　　 詳細はこちら詳細はこちら

【お問い合わせ先】
フリーダイヤル　TEL�0120-211-240
IP電話専用回線　TEL�03-6629-0479
受付時間　8：30～19：00（土日・祝日含む全日）

秋田県では、新型コロナウイルス感染症の拡大による
首都圏等の緊急事態宣言などにより、特に大きな影響を
受けている県内飲食店の事業継続を支援します。

補助対象者 次のすべてに該当する事業者

◦県内に本店又は主たる事業所を有する中小企業者等
　（個人事業主を含む）
◦�県内に飲食店を有する事業者
　（例：食堂、レストラン、喫茶店、居酒屋、スナック、バー等）
◦�令和2年12月から令和3年4月までのうち、いずれか
ひと月の売上が対前年または前々年比50％以上減
少している事業者

支援金額 1事業者あたり30万円
（複数店舗を有する事業者は60万円）

申請受付期間 令和3年8月31日（火）まで

申請方法 郵送又はオンラインでの申請

なお、申請書は県のウェブサイトからダウンロードす
るか、県庁第二庁舎及び各地域振興局で入手することが
できます。

    詳細はこちら詳細はこちら

【お問い合わせ先】
秋田県飲食店緊急支援金事務局
コールセンター　018-895-5124
受付時間　9：30～17：30（土日・祝日を除く）

秋田県では、県内企業が新事業への挑戦や積極的な販
路の開拓など「攻めの経営」に取り組むにあたり、県内
への移住が伴う形で県外在住のプロフェッショナル人材
を雇用した場合、経費の一部を助成します。

補助対象 県内に事務所・事業所を有する中小企業

補助対象事業 次のいずれにも該当する事業

（1）�県外に居住するプロフェッショナル人材を県内への
移住が伴う形で、正規雇用で新規に雇い入れること

（2）�（1）のプロフェッショナル人材は、秋田県プロフェッ
ショナル人材戦略拠点が求人票を取り次いだ人材紹

介事業者から紹介を受けた者であること

対象経費 民間人材紹介事業者に支払う紹介手数料

補助率等 補助率2分の1以内、上限50万円

募集期間 令和4年2月末まで随時受付
※予算が無くなり次第、募集終了

【お問い合わせ先】
秋田県産業労働部　地域産業振興課
TEL�018-860-2241　FAX�018-860-3887

緊急事態措置等の影響緩和に係る月次支援金について　〜中小企業庁〜

秋田県飲食店緊急支援事業について　〜秋田県〜

プロフェッショナル人材活用促進事業費補助金　〜秋田県〜

検索

検索
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話題の広場

話題の広場

アラカルト
a La carte

　　　　　　　　　　2021年春の叙勲で、本会の藤澤正義会長が旭日小綬章、川間政男氏（能代山本管工事業協同組合　理
事長）が旭日双光章、伊藤一男氏（協同組合横手やきそば暖簾会　前理事長）が旭日単光章、栗盛俊二氏（大館曲げわっぱ協同組
合　前理事長）が瑞宝単光章をそれぞれ受章されました。
受章された方々の今後ますますのご隆盛とご活躍をご祈念申し上げます。

5月10日（月）、秋田市の県商工会館「ホール80」において、
佐竹敬久知事、甲斐三照秋田労働局長ならびに安田浩幸秋田
県教育長による新規高校卒業者の求人に関する要請が経済5
団体に対し行われ、本会からは藤澤会長が出席し、要請書を
受け取りました。
これは、来春の高校卒業予定者を対象とした求人受付が6
月1日から開始されることに伴い、一人でも多くの若者に県
内企業に対する関心を持ってもらい、かつ、安心して働いて
もらえるよう、早期の求人提出や効果的な企業情報の発信、
職場環境の整備などについて要請を受けたものです。
新型コロナウイルスの影響により、首都圏等の過密を回避
し、地方回帰を志向する動きが全国的に加速しており、本県
においても、高校生の県内就職希望割合が過去最高に匹敵す
る水準となるなど、若者の地元志向が高まってきています。
組合及び組合員企業の皆様におかれましては、新型コロナ
ウイルスの影響により、厳しい事情を抱える中、一人でも多
くの若者が県内企業に対する関心を高め、安心して働ける環
境の整備により、一層、県内就職・職場定着が促進されるよ
う、次の事項について、ご協力をお願いします。

 未来を担う人材確保につながる早期求人提出
  生徒や教員、保護者への効果的な企業情報の発信
  人材の確保・定着に向けた「働きやすい」「働きが
いのある」職場環境の整備

また、県内の各ハローワークでは、事業所相談コーナーを
開設し、学卒求人の作成等に係るサポート等を行っておりま
すので、ぜひ、ご相談ください。

春の叙勲 栄えある受章、誠におめでとうございます

若者の地元定着に向け、求人票の早期提出を
［秋田県と秋田労働局が経済団体に要請］

［安田教育長から要請書を受け取る藤澤会長（右）］

秋田県中小企業団体中央会
会長

　藤澤　正義　氏
◦秋田県鐵構工業協同組合�理事長
◦千代田興業株式会社
　　　　　　　代表取締役社長

能代山本管工事業協同組合
理事長

　川間　政男　氏
◦株式会社協立�代表取締役会長

大館曲げわっぱ協同組合
前理事長

　栗盛　俊二　氏
◦有限会社栗久�代表取締役

協同組合横手やきそば暖簾会
前理事長

　伊藤　一男　氏
◦福龍�代表

旭日双光章旭日双光章
　専門工事業振興功労　専門工事業振興功労

瑞宝単光章瑞宝単光章
　伝統工芸業務功労　伝統工芸業務功労

旭日小綬章旭日小綬章
　中小企業振興功労　中小企業振興功労

旭日単光章旭日単光章
　生活衛生功労　生活衛生功労
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話題の広場

話題の広場新 理 事 長 紹 介 下記の方が新しく理事長に選出されましたので、ご紹介します。

●会員組合の皆様へ●
本コーナーでは、会員組合の理事長交代について
紹介しております。新しい理事長が選出された場
合は、本会総務企画課（☎018-863-8701）までお
知らせください。

第73回中小企業団体全国大会
（神奈川大会）開催日のお知らせ
第73回中小企業団体全国大会の開催日等が決定しま
したので、下記のとおりお知らせします。

開催日 �令和3年11月25日（木）
場　所 �パシフィコ横浜国立大ホール（横浜市）

本会では、11月25日発で横須賀市内などを巡る1泊2
日のツアーを企画しております。
※�新型コロナウイルスの感染状況により予定が変更と
なる場合がございます。

ご参加を希望される方は、本会総務企画課（TEL：
018-863-8701）までお問い合わせください。

秋田労働局
労働保険の年度更新手続は
7月12日（月）まで
労働保険（労災保険・雇用保険）の保険料は、事業主
が年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定
申告の上、精算することになっています。
令和3年度の申告・納付期限は、7月12日（月）です。お
早めに手続をお願いします。
労災保険率及び雇用保険率については、令和2年度か
ら変更ありません。
詳細については、各事業場に送付される年度更新資
料、厚生労働省または秋田労働局のホームページをご覧
ください。

【お問い合わせ先】
秋田労働局労働保険徴収室
TEL：018-883-4267
もしくは最寄りの労働基準監督署まで

中小企業庁
政治的中立を守りましょう
中小企業等協同組合法には「組合は、特定の政党のた
めに利用してはならない」と規定されています。
今年は衆議院議員が任期満了を迎える10月までに総
選挙の実施が予定されており、会員組合の皆様におかれ
ましては、政治的中立の保持に関する法の趣旨を尊重
し、遵守いただきますようお願い致します。

秋田シニアライフ協同組合（秋田市）
� 理事長　三浦　正義�さん
組合員名 �株式会社秋田中央機工
役　　職 �代表取締役　 改��選��日 �令和3年3月26日

協同組合東由利ショッピングプラザ
（由利本荘市）� 理事長　小松　正二�さん
組合員名 �コマツ薬店
役　　職 �代表　　　　 改��選��日 �令和3年4月7日

秋田市個人タクシー協同組合（秋田市）
� 理事長　渡邉　政夫�さん
組合員名 �渡辺タクシー
役　　職 �代表　　　　 改��選��日 �令和3年3月24日

秋田県
あきた食のチャンピオンシップ
2021の商品を募集！
秋田県では、秋田の新しいお土産や特産品の発掘を目
指し、「あきた食のチャンピオンシップ2021」を開催し
ます。
最優秀賞（金賞）受賞者には、県が開催する「県産食材
マッチング商談会」への出展料免除、受賞者には販路拡
大に向けた物産展等での販売機会の提供やPR、「統一ロ
ゴ」が使用できるなどの特典があります。ぜひ、ご応募
ください。

◆募集部門
加��工��品��部��門�…�農林畜水産加工品
菓子・飲料部門�…�菓子、飲料（アルコール含む）

◆応募締切　令和3年6月25日（金）午後5時

【お申し込み先・お問い合わせ先】
株式会社秋田県物産振興会
〒010-0001　秋田市中通2-3-8�アトリオンB1
TEL：018-836-7830　FAX：018-836-7834
Email：info＠a-bussan.jp

秋田うまいもの販売課 検索

検索秋田県物産振興会
詳細は詳細は
　こちら　こちら



〒010-0975  秋田市八橋字下八橋191-29
TEL 018-862-5141／FAX 018-862-5288

URL http://www.a-fiveone.co.jp/

秋田ファイブワン工業株式会社

《繊維製品加工販売業》

　　取締役会長　佐 賀　善 美
代表取締役社長　佐 賀　善 廣

谷　藤　健　二
佐　藤　弘　康

太　田　博　之

秋田県鹿角市八幡平字谷内下モ平116-12
TEL 0186-34-2011
FAX 0186-34-2013

一般区域貨物自動車運送
原木・木材の伐出及び仕入・販売

八幡平貨物
株式会社

【本店営業部】
〒010-0967 秋田県秋田市高陽幸町8番17号
TEL：018-883-1888／FAX：018-883-1822

【能代東支店】
〒016-0122 秋田県能代市扇田字東扇田165-2
TEL：0185-58-2116／FAX：0185-58-2663

【酒田支店】
〒999-8438 山形県飽海郡遊佐町比子字白木23-362
TEL：0234-75-3370／FAX：0234-75-3376

【県南営業部】
〒014-0047 秋田県大仙市大曲須和町1丁目4番地57号
TEL：0187-66-3622／FAX：0187-88-8133

［URL］http://www.knbs.jp

保険とリース、相続・事業承継のご相談はお気軽にどうぞ！！
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メリットメリット

採用コスト
の軽減

期間限定
※繁忙期等

即戦力の

人材確保

回復後の

人材確保

雇用維持

期間限定

※産業雇用安定
　助成金

※産業雇用安定
　助成金

産業雇用安定センターは全国最大規模の出向サービスの提供機関

人材受入側

感染症の影響などにより
人手不足が生じている
企業・事業所

公益財団法人

産業雇用
安定センター

人材送出側

感染症の影響により
雇用維持に苦慮する
企業・事業所

無料

在籍型出向制度

コロナ禍だからこそ、企業も働く人も

みんなで援け合う「雇用」のカタチ

人手不足が感染症の影響などで加速
している。人員の確保が急務である。

感染症の影響で従業員の仕事がな
い。雇用を維持するために一時的に
他社で働いてほしい。

人材に関する
情報提供

求人に関する
情報提供

人材受入情報人材送出情報

公益財団法人

産業雇用安定センター
　　　　　　　　秋田事務所
〒010-0951
秋田県秋田市山王3-1-7
　　　　　　　 東カンビル4階

TEL 018-823-7024
FAX 018-883-4215
ご利用時間 9：00～17：00
（土・日・祝日を除く）

センターの
ホームページ

産業雇用安定助成金 検索

※本助成金の相談・申請先は産業
雇用安定センターではありません。
お問い合わせは都道府県労働局
またはハローワークとなりますので
ご留意ください。
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